
正

誤

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

平
成
二
十
年
福
岡
県
規
則

第
三
十
八
号)

中
正
誤

一

第
四
章
第
二
節
及
び
第
三
節
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
節

保
健
医
療
介
護
部
に
属
す
る
出
先
機
関

第
一
款

保
健
福
祉
環
境
事
務
所
及
び
保
健
所

(

名
称
、
内
部
組
織
、
位
置
及
び
管
轄
区
域)

第
八
十
七
条

福
岡
県
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
三
年
福
岡
県
条
例

第
五
十
三
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
名
称
、
内
部

組
織
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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目

次

正

誤

名

称

内
部
組
織

位

置

管
轄
区
域

福
岡
県
筑
紫
保
健
福

祉
環
境
事
務
所

総
務
企
画
課

総
務
係

企
画
指
導
係

大
野
城
市
白
木
原
三
丁
目
五
番

二
五
号

筑
紫
野
市

春
日

市

大
野
城
市

太
宰
府
市

筑
紫

保
健
福
祉
課

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

障
害
者
福
祉
係

健
康
対
策
課

健
康
増
進
係

感
染
症
係

衛
生
課

食
品
衛
生
係

生
活
衛
生
係

保
護
課

検
査
課

環
境
課

郡

福
岡
県
粕
屋
保
健
福

祉
環
境
事
務
所

総
務
企
画
課

総
務
係

糟
屋
郡
粕
屋
町
大
字
戸
原
字
堀

ノ
内
二
三
五
番
地
の
七

古
賀
市

糟
屋
郡

�
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・
31

発
行
年
月
日

2804
増刊③

公
報
番
号

規

則

種

類

38
同
上
番
号

40
ペ
ー
ジ

○ 上
欄

下

19 行

挿
入

備

考

19
行
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

正

誤
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企
画
指
導
係

保
健
福
祉
課

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

障
害
者
福
祉
係

監
査
指
導
係

健
康
対
策
課

衛
生
課

保
護
第
一
課

保
護
第
一
係

保
護
第
二
係

保
護
第
二
課

保
護
第
一
係

保
護
第
二
係

環
境
課

福
岡
県
宗
像
保
健
福

祉
環
境
事
務
所

総
務
企
画
課

総
務
係

企
画
指
導
係

保
健
福
祉
課

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

障
害
者
福
祉
係

健
康
対
策
課

衛
生
課

環
境
課

宗
像
市
東
郷
一
丁
目
二
番
一
号

宗
像
市

福
津
市

福
岡
県
朝
倉
保
健
福

祉
環
境
事
務
所

総
務
企
画
課

総
務
係

企
画
指
導
係

保
護
係

保
健
福
祉
課

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

障
害
者
福
祉
係

健
康
対
策
課

衛
生
課

環
境
課

朝
倉
市
甘
木
二
〇
一
四
番
地
一

朝
倉
市

朝
倉
郡

福
岡
県
糸
島
保
健
福

祉
環
境
事
務
所

総
務
企
画
課

総
務
係

企
画
指
導
係

保
護
係

保
健
福
祉
課

前
原
市
浦
志
二
丁
目
三
番
一
号

前
原
市

糸
島
郡

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

障
害
者
福
祉
係

健
康
対
策
課

衛
生
課

環
境
課

福
岡
県
遠
賀
保
健
福

祉
環
境
事
務
所

総
務
企
画
課

総
務
係

企
画
指
導
係

保
健
福
祉
課

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

障
害
者
福
祉
係

健
康
対
策
課

衛
生
課

保
護
第
一
課

保
護
第
一
係

保
護
第
二
係

保
護
第
二
課

保
護
第
一
係

保
護
第
二
係

環
境
課

遠
賀
郡
水
巻
町
吉
田
西
二
丁
目

一
七
番
七
号

中
間
市

遠
賀
郡

福
岡
県
鞍
手
保
健
福

祉
環
境
事
務
所

総
務
企
画
課

総
務
係

企
画
指
導
係

保
健
福
祉
課

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

障
害
者
福
祉
係

監
査
指
導
係

健
康
対
策
課

衛
生
課

保
護
課

保
護
第
一
係

保
護
第
二
係

環
境
課

直
方
市
日
吉
町
九
番
一
〇
号

直
方
市

宮
若
市

鞍
手
郡

福
岡
県
嘉
穂
保
健
福

祉
環
境
事
務
所

総
務
企
画
課

総
務
係

企
画
指
導
係

保
健
福
祉
課

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

飯
塚
市
新
立
岩
八
番
一
号

飯
塚
市

嘉
麻
市

嘉
穂
郡
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障
害
者
福
祉
係

健
康
対
策
課

衛
生
課

保
護
課

環
境
課

福
岡
県
田
川
保
健
福

祉
環
境
事
務
所

総
務
企
画
課

総
務
係

医
療
扶
助
係

企
画
指
導
係

保
健
福
祉
課

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

障
害
者
福
祉
係

監
査
指
導
係

健
康
対
策
課

衛
生
課

保
護
第
一
課

保
護
第
一
係

保
護
第
二
係

保
護
第
二
課

保
護
第
一
係

保
護
第
二
係

保
護
第
三
課

保
護
第
一
係

保
護
第
二
係

保
護
第
三
係

保
護
第
四
課

保
護
第
一
係

保
護
第
二
係

保
護
第
五
課

保
護
第
一
係

保
護
第
二
係

保
護
第
三
係

検
査
課

環
境
課

田
川
市
大
字
伊
田
字
松
原
通
り

三
二
九
二
番
地
の
二

田
川
市

田
川
郡

福
岡
県
久
留
米
保
健

福
祉
環
境
事
務
所

総
務
企
画
課

総
務
係

企
画
指
導
係

保
護
係

保
健
福
祉
課

久
留
米
市
合
川
町
一
六
四
二
番

地
の
一

大
川
市

小
郡
市

う
き
は
市

三

井
郡

三
潴
郡

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

障
害
者
福
祉
係

監
査
指
導
係

健
康
対
策
課

衛
生
課

検
査
課

環
境
課

福
岡
県
八
女
保
健
福

祉
環
境
事
務
所

総
務
企
画
課

総
務
係

企
画
指
導
係

保
健
福
祉
課

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

障
害
者
福
祉
係

健
康
対
策
課

衛
生
課

保
護
課

環
境
課

八
女
市
大
字
本
村
字
深
町
二
五

番
地

八
女
市

筑
後
市

八
女
郡

福
岡
県
山
門
保
健
福

祉
環
境
事
務
所

総
務
企
画
課

総
務
係

企
画
指
導
係

保
健
福
祉
課

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

障
害
者
福
祉
係

監
査
指
導
係

健
康
対
策
課

衛
生
課

環
境
課

柳
川
市
三
橋
町
今
古
賀
八
番
地

の
一

柳
川
市

み
や
ま

市

福
岡
県
京
築
保
健
福

祉
環
境
事
務
所

総
務
企
画
課

総
務
係

企
画
指
導
係

保
健
福
祉
課

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

障
害
者
福
祉
係

健
康
対
策
課

健
康
増
進
係

感
染
症
係

衛
生
課

保
護
第
一
課

行
橋
市
中
央
一
丁
目
二
番
一
号

行
橋
市

豊
前
市

京
都
郡

築
上

郡



２

地
域
保
健
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
保
健
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

(

役
付
職
員
等)

第
八
十
八
条

保
健
福
祉
環
境
事
務
所
に
所
長
、
保
健
監
、
副
所
長
及
び
環
境
長
を
、
同
所
の
各
課
に

課
長
を
、
各
係
に
係
長
を
置
く
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
に
副
保
健

監
を
置
く
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
総
務
企
画
課
の
う
ち
、
知
事
が
特

に
必
要
と
認
め
る
課
に
医
務
主
幹
を
置
く
。

４

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
保
護
課

(

福
岡
県
粕
屋
保
健
福
祉

環
境
事
務
所
、
福
岡
県
遠
賀
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
及
び
福
岡
県
京
築
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
に
あ

つ
て
は
保
護
第
一
課
及
び
保
護
第
二
課
、
福
岡
県
田
川
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
に
あ
つ
て
は
保
護
第

一
課
、
保
護
第
二
課
、
保
護
第
三
課
、
保
護
第
四
課
及
び
保
護
第
五
課)

の
う
ち
、
知
事
が
特
に
必

要
と
認
め
る
課
に
保
護
主
幹
を
置
く
。

５

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
福
岡
県
嘉
穂
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
、
福
岡
県
八
女
保
健
福

祉
環
境
事
務
所
の
保
護
課
並
び
に
福
岡
県
京
築
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
保
護
第
二
課
の
う
ち
、
知

事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
課
に
保
護
指
導
員
を
置
く
。

６

第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
監
を
地
域
保
健
法
第
十
条
に
規
定
す
る
保
健
所
の
所
長
と
す
る
。

７

保
健
所
の
事
務
に
従
事
す
る
職
員
は
、
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
に
従
事
す
る
職
員
を
も
つ
て
充
て

る
。

(

所
掌
事
務)

第
八
十
九
条

福
岡
県
筑
紫
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一

総
務
企
画
課

イ

総
務
係

�

生
活
保
護
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
券
及
び
介
護
券
の
交
付
そ
の
他
の
保

護
金
品
の
給
付
並
び
に
保
護
施
設

(

国
又
は
県
が
経
営
す
る
も
の
を
除
く
。)

に
関
す
る
こ

と
。

�

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

�

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

企
画
指
導
係

�

統
計
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
統
計
の
う
ち
、
人
口
動
態
調
査
、
医
療
施
設
調
査
、
患
者

調
査
及
び
国
民
生
活
基
礎
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

�

災
害
救
助
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る

こ
と
。

�

栄
養
士
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。
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保
護
第
一
係

保
護
第
二
係

保
護
第
二
課

環
境
課

名

称

位

置

管
轄
区
域

福
岡
県
筑
紫
保
健
所

大
野
城
市
白
木
原
三
丁
目
五
番
二
五
号

筑
紫
野
市

春
日
市

大
野

城
市

太
宰
府
市

筑
紫
郡

福
岡
県
粕
屋
保
健
所

糟
屋
郡
粕
屋
町
大
字
戸
原
字
堀
ノ
内
二
三
五

番
地
の
七

古
賀
市

糟
屋
郡

福
岡
県
宗
像
保
健
所

宗
像
市
東
郷
一
丁
目
二
番
一
号

宗
像
市

福
津
市

福
岡
県
朝
倉
保
健
所

朝
倉
市
甘
木
二
〇
一
四
番
地
一

朝
倉
市

朝
倉
郡

福
岡
県
糸
島
保
健
所

前
原
市
浦
志
二
丁
目
三
番
一
号

前
原
市

糸
島
郡

福
岡
県
遠
賀
保
健
所

遠
賀
郡
水
巻
町
吉
田
西
二
丁
目
一
七
番
七
号

中
間
市

遠
賀
郡

福
岡
県
鞍
手
保
健
所

直
方
市
日
吉
町
九
番
一
〇
号

直
方
市

宮
若
市

鞍
手
郡

福
岡
県
嘉
穂
保
健
所

飯
塚
市
新
立
岩
八
番
一
号

飯
塚
市

嘉
麻
市

嘉
穂
郡

福
岡
県
田
川
保
健
所

田
川
市
大
字
伊
田
字
松
原
通
り
三
二
九
二
番

地
の
二

田
川
市

田
川
郡

福
岡
県
久
留
米
保
健
所

久
留
米
市
合
川
町
一
六
四
二
番
地
の
一

大
川
市

小
郡
市

う
き
は

市

三
井
郡

三
潴
郡

福
岡
県
八
女
保
健
所

八
女
市
大
字
本
村
字
深
町
二
五
番
地

八
女
市

筑
後
市

八
女
郡

福
岡
県
山
門
保
健
所

柳
川
市
三
橋
町
今
古
賀
八
番
地
の
一

柳
川
市

み
や
ま
市

福
岡
県
京
築
保
健
所

行
橋
市
中
央
一
丁
目
二
番
一
号

行
橋
市

豊
前
市

京
都
郡

築
上
郡



�

大
麻
取
締
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

民
生
委
員
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

医
師
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

歯
科
医
師
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

歯
科
衛
生
士
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

死
体
解
剖
保
存
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

	

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。




社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

�

診
療
放
射
線
技
師
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

覚
せ
い
、
、
剤
取
締
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。



麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

あ
へ
ん
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

歯
科
技
工
士
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

薬
事
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

薬
剤
師
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

柔
道
整
復
師
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

視
能
訓
練
士
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

有
害
物
質
を
含
有
す
る
家
庭
用
品
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

保
健
所
運
営
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

�

戦
没
者
、
戦
傷
病
者
等
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

�

同
和
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

�

地
域
保
健
に
関
す
る
思
想
の
普
及
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

�

そ
の
他
管
轄
区
域
に
係
る
地
域
保
健
及
び
社
会
福
祉
に
関
す
る
企
画
、
調
整
及
び
連
絡
に

関
す
る
こ
と
。

�

地
域
保
健
及
び
社
会
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

�

総
合
相
談
窓
口
に
関
す
る
こ
と
。

二

保
健
福
祉
課

イ

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

�

児
童
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

(

児
童
福
祉
施
設

に
係
る
報
告
徴
収
及
び
立
入
調
査
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。)

。

 

母
体
保
護
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

!

売
春
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

"

児
童
扶
養
手
当
法
に
基
づ
く
認
定
請
求
に
必
要
な
遺
棄
証
明
の
発
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

母
子
保
健
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

老
人
保
健
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

�

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と

(

指
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
実
地
指
導
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。)

。

�

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と

。

ロ

障
害
者
福
祉
係

�

児
童
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
障
害
児
に
関
す
る
こ
と

(

療
育
指
導
に
係

る
も
の
を
除
く
。)

。

 

身
体
障
害
者
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

!

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

"

知
的
障
害
者
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
障
害
児

福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
に
関
す
る
こ
と

(

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
附
則
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
福
祉
手
当
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。

)

。

� � � � ����������	 
�	 ����� ����



�

障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と

(

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指

定
障
害
者
支
援
施
設
の
実
地
指
導
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。)

。

三

健
康
対
策
課

イ

健
康
増
進
係

�

調
理
師
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
特
定
健
康
診
査

及
び
特
定
保
健
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

�

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

健
康
増
進
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

ら
い
、
、
予
防
法
の
廃
止
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

�

歯
科
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

	

特
定
疾
患
等
難
病
に
関
す
る
こ
と
。




医
療
社
会
事
業
の
向
上
及
び
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

�

肝
炎
総
合
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

感
染
症
係

�

予
防
接
種
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

四

衛
生
課

イ

食
品
衛
生
係

�

食
品
衛
生
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と

(

第
十
三
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
及
び
福
岡

県
食
肉
衛
生
検
査
所
の
所
掌
事
務
を
除
く
。)

。

�

製
菓
衛
生
師
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

福
岡
県
食
品
取
扱
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

福
岡
県
ふ
ぐ
取
扱
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

生
活
衛
生
係

�

理
容
師
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

興
行
場
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

旅
館
業
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

公
衆
浴
場
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

狂
犬
病
予
防
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

	

美
容
師
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。




生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と

。
�

水
道
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。



動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

�

福
岡
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

五

保
護
課

イ

行
旅
病
人
及
行
旅
死
亡
人
取
扱
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

生
活
保
護
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ハ

ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

六

検
査
課

イ

衛
生
上
の
試
験
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

七

環
境
課

イ

温
泉
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

下
水
道
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
環
境
大
臣
の
所
管
に
係
る
も
の
の
終
末
処
理
場

の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

大
気
汚
染
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

騒
音
規
制
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

水
質
汚
濁
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ト

悪
臭
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

� � � � ����������	 
�	 ����� ��� �



チ

特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

リ

下
水
道
の
整
備
等
に
伴
う
一
般
廃
棄
物
処
理
業
等
の
合
理
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行

に
関
す
る
こ
と
。

ヌ

振
動
規
制
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ル

浄
化
槽
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
の
出
先
機
関
に
属
し
な
い
こ
と
。

ヲ

湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ワ

水
道
原
水
水
質
保
全
事
業
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

カ

特
定
水
道
利
水
障
害
の
防
止
の
た
め
の
水
道
水
源
水
域
の
水
質
の
保
全
に
関
す
る
特
別
措
置

法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ヨ

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

タ

特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

レ

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ソ

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
特

定
建
設
資
材
廃
棄
物
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
こ
と
。

ツ

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に

関
す
る
こ
と
。

ネ

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

ナ

土
壌
汚
染
対
策
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ラ

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ム

福
岡
県
立
自
然
公
園
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ウ

福
岡
県
公
害
防
止
等
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ヰ

福
岡
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ノ

福
岡
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
係
る
紛
争
の
予
防
及
び
調
整
に
関
す
る
条
例
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

オ

福
岡
県
ご
み
散
乱
防
止
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ク

福
岡
県
使
用
済
自
動
車
等
の
適
正
な
保
管
の
確
保
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ヤ

福
岡
県
産
業
廃
棄
物
の
不
適
正
処
理
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

マ

独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
か
ら
委
託
さ
れ
た
事
務
の
う
ち
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被

害
の
救
済
に
関
す
る
こ
と
。

２

福
岡
県
粕
屋
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

総
務
企
画
課

イ

総
務
係

�

前
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

ロ

企
画
指
導
係

�

前
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

二

保
健
福
祉
課

イ

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

�

前
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

ロ

障
害
者
福
祉
係

�

前
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

ハ

監
査
指
導
係

�

児
童
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
児
童
福
祉
施
設
に
係
る
報
告
徴
収
及
び
立

入
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

�

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
社
会
福
祉
法
人

(

市
町
村
社
会
福
祉
協
議

会
、
保
育
所
の
み
を
経
営
す
る
法
人
及
び
保
育
所
と
併
せ
て
そ
の
他
の
第
二
種
社
会
福
祉
事

業
の
み
を
経
営
す
る
法
人
に
限
る
。)

に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う

指
導
に
関
す
る
こ
と
。

�

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
実
地
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

�

障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

及
び
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
実
地
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

三

健
康
対
策
課

イ

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
務

四

衛
生
課
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イ

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

五

保
護
第
一
課

イ

保
護
第
一
係

�

前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

保
護
第
二
係

�

前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る

こ
と
。

六

保
護
第
二
課

イ

保
護
第
一
係

�

前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

保
護
第
二
係

�

前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る

こ
と
。

七

環
境
課

イ

前
項
第
七
号
に
規
定
す
る
事
務

ロ

自
然
公
園
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

３

福
岡
県
宗
像
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

総
務
企
画
課

イ

総
務
係

�

第
一
項
第
一
号
イ
�
及
び
�
に
規
定
す
る
事
務

�

生
活
保
護
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
返
還
金
、
徴
収
金
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

企
画
指
導
係

�

第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

二

保
健
福
祉
課

イ

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

�

第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

ロ

障
害
者
福
祉
係

�

第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

三

健
康
対
策
課

イ

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
務

四

衛
生
課

イ

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

五

環
境
課

イ

第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
事
務

(

同
号
ム
に
規
定
す
る
事
務
を
除
く
。)

ロ

前
項
第
七
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

４

福
岡
県
朝
倉
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
及
び
福
岡
県
糸
島
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
各
課
又
は
各
係

ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

総
務
企
画
課

イ

総
務
係

�

第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

ロ

企
画
指
導
係

�

第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

ハ

保
護
係

�

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務

二

保
健
福
祉
課

イ

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

�

第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

ロ

障
害
者
福
祉
係

�

第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

三

健
康
対
策
課

イ

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
務

四

衛
生
課

イ

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

五

環
境
課

イ

第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
事
務
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ロ

第
二
項
第
七
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

５

福
岡
県
遠
賀
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

総
務
企
画
課

イ

総
務
係

�

第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

ロ

企
画
指
導
係

�

第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

二

保
健
福
祉
課

イ

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

�

第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

ロ

障
害
者
福
祉
係

�

第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

三

健
康
対
策
課

イ

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
務

四

衛
生
課

イ

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

五

保
護
第
一
課

イ

保
護
第
一
係

�

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ロ

保
護
第
二
係

�

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

六

保
護
第
二
課

イ

保
護
第
一
係

�

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ロ

保
護
第
二
係

�

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

七

環
境
課

イ

第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
事
務

(

同
号
ム
に
規
定
す
る
事
務
を
除
く
。)

ロ

第
二
項
第
七
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

６

福
岡
県
鞍
手
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

総
務
企
画
課

イ

総
務
係

�

第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

ロ

企
画
指
導
係

�

第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

二

保
健
福
祉
課

イ

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

�

第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

ロ

障
害
者
福
祉
係

�

第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

ハ

監
査
指
導
係

�

第
二
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
事
務

三

健
康
対
策
課

イ

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
務

四

衛
生
課

イ

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

五

保
護
課

イ

保
護
第
一
係

�

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ロ

保
護
第
二
係

�

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
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る
こ
と
。

六

環
境
課

イ

第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
事
務

ロ

第
二
項
第
七
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

７

福
岡
県
嘉
穂
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
及
び
福
岡
県
八
女
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
各
課
又
は
各
係

ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

総
務
企
画
課

イ

総
務
係

�

第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

ロ

企
画
指
導
係

�

第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

二

保
健
福
祉
課

イ

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

�

第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

ロ

障
害
者
福
祉
係

�

第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

三

健
康
対
策
課

イ

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
務

四

衛
生
課

イ

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

五

保
護
課

イ

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務

六

環
境
課

イ

第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
事
務

８

福
岡
県
田
川
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

総
務
企
画
課

イ

総
務
係

�

第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

(

同
号
イ
�
に
規
定
す
る
事
務
を
除
く
。)

ロ

医
療
扶
助
係

�

第
一
項
第
一
号
イ
�
に
規
定
す
る
事
務

ハ

企
画
指
導
係

�

第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

二

保
健
福
祉
課

イ

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

�

第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

ロ

障
害
者
福
祉
係

�

第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

ハ

監
査
指
導
係

�

第
二
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
事
務

三

健
康
対
策
課

イ

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
務

四

衛
生
課

イ

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

五

保
護
第
一
課

イ

保
護
第
一
係

�

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ロ

保
護
第
二
係

�

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

六

保
護
第
二
課

イ

保
護
第
一
係

�

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ロ

保
護
第
二
係

�

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。
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七

保
護
第
三
課

イ

保
護
第
一
係

�

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ロ

保
護
第
二
係

�

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ

保
護
第
三
係

�

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

八

保
護
第
四
課

イ

保
護
第
一
係

�

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ロ

保
護
第
二
係

�

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

九

保
護
第
五
課

イ

保
護
第
一
係

�

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ロ

保
護
第
二
係

�

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ

保
護
第
三
係

�

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

十

検
査
課

イ

第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務

十
一

環
境
課

イ

第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
事
務

ロ

第
二
項
第
七
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

ハ

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

９

福
岡
県
久
留
米
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一

総
務
企
画
課

イ

総
務
係

�

第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

ロ

企
画
指
導
係

�

第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

ハ

保
護
係

�

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務

二

保
健
福
祉
課

イ

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

�

第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

ロ

障
害
者
福
祉
係

�

第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

ハ

監
査
指
導
係

�

第
二
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
事
務

三

健
康
対
策
課

イ

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
務

四

衛
生
課

イ

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

五

検
査
課

イ

第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務

六

環
境
課

イ

第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
事
務

ロ

第
二
項
第
七
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務
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10

福
岡
県
山
門
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

総
務
企
画
課

イ

総
務
係

�

第
一
項
第
一
号
イ
�
及
び
�
に
規
定
す
る
事
務

�

生
活
保
護
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
返
還
金
、
徴
収
金
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

企
画
指
導
係

�

第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

二

保
健
福
祉
課

イ

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

�

第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

ロ

障
害
者
福
祉
係

�

第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

ハ

監
査
指
導
係

�

第
二
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
事
務

三

健
康
対
策
課

イ

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
務

四

衛
生
課

イ

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

五

環
境
課

イ

第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
事
務

11

福
岡
県
京
築
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

総
務
企
画
課

イ

総
務
係

�

第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

ロ

企
画
指
導
係

�

第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

二

保
健
福
祉
課

イ

高
齢
者
・
児
童
家
庭
係

�

第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

ロ

障
害
者
福
祉
係

�

第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

三

健
康
対
策
課

イ

健
康
増
進
係

�

第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

ロ

感
染
症
係

�

第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

四

衛
生
課

イ

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

五

保
護
第
一
課

イ

保
護
第
一
係

�

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ロ

保
護
第
二
係

�

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

六

保
護
第
二
課

イ

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務

七

環
境
課

イ

第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
事
務

ロ

第
二
項
第
七
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

ハ

第
八
項
第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る
事
務

12

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
事
務
を
所
掌
す
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� ��� ��

福
岡
県
粕
屋
保
健
福
祉

環
境
事
務
所
保
健
福
祉

課
監
査
指
導
係

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
福
岡
県
筑
紫
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
、
福

岡
県
粕
屋
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
、
福
岡
県
宗
像
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
及
び

福
岡
県
糸
島
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
管
轄
区
域



13

第
一
項
か
ら
第
十
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
課
又
は
係
に
あ
つ
て

は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
つ
い
て
、
当
該
下

欄
に
掲
げ
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

14

保
健
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
法
律
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
く
保
健
所
長
又
は
保
健
所
の

権
限
に
属
す
る
事
務
と
す
る
。

一

児
童
福
祉
法
、
食
品
衛
生
法
、
予
防
接
種
法
、
母
体
保
護
法
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
、
歯

科
衛
生
士
法
、
医
療
法
、
死
体
解
剖
保
存
法
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害

者
福
祉
に
関
す
る
法
律
、
狂
犬
病
予
防
法
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
、
検
疫
法
、
老
人
福
祉
法
、

母
子
保
健
法
、
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る
法
律
、
介
護
保
険
法
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る

法
律
及
び
健
康
増
進
法

第
二
款

保
健
環
境
研
究
所

(

設
置
、
名
称
、
内
部
組
織
及
び
位
置)

第
九
十
条

保
健
衛
生
及
び
環
境
保
全
に
関
す
る
試
験
検
査
、
分
析
測
定
及
び
調
査
研
究
等
を
行
う
た

め
、
保
健
環
境
研
究
所
を
設
置
す
る
。

２

保
健
環
境
研
究
所
の
名
称
、
内
部
組
織
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(

役
付
職
員)

第
九
十
一
条

保
健
環
境
研
究
所
に
所
長
及
び
副
所
長
を
、
同
所
の
各
部
に
部
長
を
、
各
課
に
課
長
を

置
く
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
保
健
環
境
研
究
所
の
総
務
課
以
外
の
各
課
に
専
門
研
究
員
及
び

研
究
員
を
置
く
。

� � � � ����������	 
�	 ����� �����

福
岡
県
鞍
手
保
健
福
祉

環
境
事
務
所
保
健
福
祉

課
監
査
指
導
係

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
福
岡
県
遠
賀
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
、
福

岡
県
鞍
手
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
及
び
福
岡
県
嘉
穂
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の

管
轄
区
域

福
岡
県
田
川
保
健
福
祉

環
境
事
務
所
保
健
福
祉

課
監
査
指
導
係

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
福
岡
県
田
川
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
及
び

福
岡
県
京
築
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
管
轄
区
域

福
岡
県
久
留
米
保
健
福

祉
環
境
事
務
所
保
健
福

祉
課
監
査
指
導
係

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
福
岡
県
久
留
米
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
及

び
福
岡
県
朝
倉
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
管
轄
区
域

福
岡
県
山
門
保
健
福
祉

環
境
事
務
所
保
健
福
祉

課
監
査
指
導
係

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
福
岡
県
八
女
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
及
び

福
岡
県
山
門
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
管
轄
区
域

福
岡
県
筑
紫
保
健

福
祉
環
境
事
務
所

衛
生
課
食
品
衛
生

係

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、

福
岡
県
筑
紫
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

、
福
岡
県
粕
屋
保
健
福
祉
環
境
事
務

所
、
福
岡
県
宗
像
保
健
福
祉
環
境
事

務
所
、
福
岡
県
糸
島
保
健
福
祉
環
境

事
務
所
、
福
岡
県
遠
賀
保
健
福
祉
環

境
事
務
所
及
び
福
岡
県
鞍
手
保
健
福

祉
環
境
事
務
所
の
管
轄
区
域

食
品
衛
生
法
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
三

十
条
第
四
項
並
び
に
第
六
十
二
条
第
一
項
及

び
第
三
項
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
営
業
に
係
る
も
の

一

食
品
衛
生
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
八
年

政
令
第
二
百
二
十
九
号)
第
三
十
五
条
第
四

号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
三
号
、
第
十
六

号
、
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
、
第
二

十
三
号
、
第
二
十
四
号
、
第
三
十
三
号
及
び

第
三
十
四
号
の
営
業

二

卸
売
市
場
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
卸
売
市
場
の
施
設
内
に
お
け
る
食
品
、
添

加
物
、
器
具
、
容
器
包
装
又
は
お
も
ち
や

(

以
下
こ
の
表
中

｢

食
品
等｣

と
い
う
。)

の

販
売
業

三

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
大
規
模
小
売
店
舗

(

店
舗
面

積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合
を
除

く
。)

の
施
設
内
に
お
け
る
食
品
等
の
販
売

業四

そ
の
他
前
二
号
に
規
定
す
る
施
設
に
類

似
す
る
施
設
内
に
お
け
る
食
品
等
の
販
売
業

福
岡
県
田
川
保
健

福
祉
環
境
事
務
所

衛
生
課

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、

福
岡
県
嘉
穂
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

、
福
岡
県
田
川
保
健
福
祉
環
境
事
務

所
及
び
福
岡
県
京
築
保
健
福
祉
環
境

事
務
所
の
管
轄
区
域

福
岡
県
久
留
米
保

健
福
祉
環
境
事
務

所
衛
生
課

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福

岡
県
朝
倉
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
、

福
岡
県
久
留
米
保
健
福
祉
環
境
事
務

所
、
福
岡
県
八
女
保
健
福
祉
環
境
事

務
所
及
び
福
岡
県
山
門
保
健
福
祉
環

境
事
務
所
の
管
轄
区
域

名

称

内
部
組
織

位

置

福
岡
県
保
健
環
境
研
究
所

管
理
部

総
務
課

企
画
情
報
管
理
課

計
測
技
術
課

保
健
科
学
部

病
理
細
菌
課

ウ
イ
ル
ス
課

生
活
化
学
課

環
境
科
学
部

大
気
課

水
質
課

廃
棄
物
課

環
境
生
物
課

太
宰
府
市
大
字
向
佐
野
字
迎
田
三
九
番
地



(

所
掌
事
務)

第
九
十
二
条

保
健
環
境
研
究
所
の
各
部
及
び
各
課
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

管
理
部

イ

総
務
課

�

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

�

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

企
画
情
報
管
理
課

�

保
健
環
境
研
究
所
に
お
け
る
試
験
検
査
、
分
析
測
定
及
び
調
査
研
究
等
の
総
合
企
画
、
調

整
及
び
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

�

保
健
衛
生
及
び
環
境
保
全
に
係
る
試
験
研
究
の
成
果
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

�

保
健
衛
生
及
び
環
境
保
全
に
係
る
研
修
等
に
関
す
る
こ
と
。

�

各
種
疾
病
及
び
環
境
汚
染
等
に
よ
る
不
健
康
要
因
の
人
体
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
疫

学
的
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

�

テ
レ
メ
ー
タ
ー
に
よ
る
大
気
汚
染
等
の
測
定
、
解
析
及
び
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

�

そ
の
他
保
健
衛
生
及
び
環
境
保
全
に
関
す
る
情
報
の
解
析
及
び
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と

。

ハ

計
測
技
術
課

�

高
度
精
密
分
析
機
器
に
よ
る
試
験
及
び
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

�

化
学
物
質
の
試
験
及
び
調
査
研
究
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
部
に
属
し
な
い
こ
と
。

二

保
健
科
学
部

イ

病
理
細
菌
課

�

細
菌
性
疾
患
及
び
病
原
細
菌
の
細
菌
学
的
及
び
血
清
学
的
検
査
及
び
調
査
研
究
に
関
す
る

こ
と
。

�

食
品
、
水
及
び
環
境
の
細
菌
学
的
検
査
及
び
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

�

消
毒
薬
、
殺
菌
剤
及
び
細
菌
製
剤
等
の
効
力
試
験
、
無
菌
試
験
及
び
病
理
毒
性
試
験
に
関

す
る
こ
と
。

ロ

ウ
イ
ル
ス
課

�

リ
ケ
ッ
チ
ャ
性
及
び
ウ
イ
ル
ス
性
疾
患
並
び
に
病
原
ウ
イ
ル
ス
の
ウ
イ
ル
ス
学
的
及
び
血

清
学
的
検
査
及
び
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

�

人
畜
共
通
感
染
症
の
ウ
イ
ル
ス
学
的
検
査
及
び
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

生
活
科
学
課

�

食
品
、
医
薬
品
、
衛
生
材
料
及
び
生
体
試
料
等
の
理
化
学
的
試
験
及
び
調
査
研
究
に
関
す

る
こ
と
。

三

環
境
科
学
部

イ

大
気
課

�

大
気
汚
染
及
び
悪
臭
の
分
析
測
定
及
び
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

�

放
射
能
に
よ
る
食
品
及
び
環
境
の
汚
染
の
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

�

騒
音
振
動
の
分
析
測
定
及
び
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

水
質
課

�

工
場
排
水
及
び
公
共
用
水
等
の
水
質
基
準
に
係
る
試
験
、
分
析
測
定
及
び
調
査
研
究
に
関

す
る
こ
と
。

�

上
水
、
井
水
、
下
水
、
し
尿
浄
化
槽
排
水
及
び
清
掃
処
理
施
設
排
水
等
の
水
質
試
験
及
び

調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

�

地
下
水
及
び
土
壌
の
汚
染
等
に
係
る
試
験
、
分
析
測
定
及
び
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

�

温
泉
試
験
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

廃
棄
物
課

�

廃
棄
物
の
試
験
、
分
析
及
び
処
理
方
法
等
の
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

環
境
生
物
課

�

衛
生
動
物
の
同
定
、
生
態
、
分
布
及
び
駆
除
の
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

�

環
境
汚
染
の
動
植
物
に
及
ぼ
す
影
響
及
び
環
境
指
標
動
植
物
の
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と

。
�

自
然
保
護
に
係
る
動
植
物
の
分
布
及
び
生
態
の
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
款

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

(

名
称
、
内
部
組
織
、
位
置
及
び
管
轄
区
域)

第
九
十
三
条

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
精

神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
内
部
組
織
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

� � � � ����������	 
�	 ����� ��� ��

名

称

内
部
組
織

位

置

管
轄
区
域



(

役
付
職
員)

第
九
十
四
条

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
所
長
及
び
副
所
長
を
、
同
セ
ン
タ
ー
の
各
課
に
課
長
を
置

く
。

(

所
掌
事
務)

第
九
十
五
条

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
各
課
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

総
務
企
画
課

イ

精
神
保
健
福
祉
業
務
従
事
職
員
の
教
育
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
知
識
の
普
及
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
企
画
及
び
調
査
研
究
並
び
に
統
計
及
び
資
料

の
収
集
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

精
神
医
療
審
査
会
に
関
す
る
こ
と
。

ト

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
の
申
請
に
対
す
る
決
定
及
び
自
立
支
援
医
療

(

精
神
通

院
医
療)

の
支
給
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

二

相
談
指
導
課

イ

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

保
健
福
祉
環
境
事
務
所
並
び
に
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
の
福
祉
関
係
機
関
に
対
す
る
技

術
指
導
及
び
技
術
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
地
域
協
力
組
織
の
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に

つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と

(

精
神
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

。

三

社
会
復
帰
課

イ

回
復
途
上
に
あ
る
精
神
障
害
者
に
対
す
る
社
会
復
帰
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
款

食
肉
衛
生
検
査
所

(

名
称
、
内
部
組
織
、
位
置
及
び
管
轄
区
域)

第
九
十
六
条

福
岡
県
食
肉
衛
生
検
査
所
設
置
条
例

(

昭
和
六
十
年
福
岡
県
条
例
第
十
四
号)

第
一
条

の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
食
肉
衛
生
検
査
所
の
名
称
、
内
部
組
織
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

(

役
付
職
員)

第
九
十
七
条

食
肉
衛
生
検
査
所
に
所
長
を
、
同
所
の
各
課
に
課
長
を
置
く
。

(

所
掌
事
務)

第
九
十
八
条

食
肉
衛
生
検
査
所
の
各
課
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

と
畜
検
査
第
一
課

イ

食
品
衛
生
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

(

と
畜
場
内
の
食
肉

(

骨
、
臓
器
及
び
血
液
を
含
む
。

)

に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。)

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ

と
畜
場
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ハ

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

(

と
畜
場
に
お
け
る
牛
海
綿
状
脳

症
に
係
る
検
査
等
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。)

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ

獣
畜
の
と
さ
つ
及
び
解
体
検
査
に
係
る
微
生
物
学
的
、
病
理
組
織
学
的
及
び
理
化
学
的
検
査

に
関
す
る
こ
と
。

ホ

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二

と
畜
検
査
第
二
課

イ

食
品
衛
生
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

(

と
畜
場
内
の
食
肉

(

骨
、
臓
器
及
び
血
液
を
含
む
。

)
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。)

の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市

、
豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
前
原
市
、

古
賀
市
、
福
津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、

糸
島
郡
、
田
川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

と
畜
場
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、
豊
前

� � � � ����������	 
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福
岡
県
精
神
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー

総
務
企
画
課

相
談
指
導
課

社
会
復
帰
課

春
日
市
原
町
三
丁
目
一
番
地
七

福
岡
県
の
全
域

(

北
九
州
市
及
び
福

岡
市
を
除
く
。)

名

称

内
部
組
織

位

置

管
轄
区
域

福
岡
県
食
肉
衛
生
検

査
所

と
畜
検
査
第
一
課

と
畜
検
査
第
二
課

食
鳥
検
査
課

筑
紫
野
市
大
字
二
日
市
七
一
六
番
地

の
一

福
岡
県
の
全
域

(

北
九
州
市
、
福
岡

市
、
大
牟
田
市
及

び
久
留
米
市
を
除

く
。)



市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
前
原
市
、
古
賀
市

、
福
津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
糸
島
郡

、
田
川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務

(

と
畜
場
に
お
け
る
牛
海
綿
状
脳

症
に
係
る
検
査
等
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。)

の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋

市
、
豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
前
原
市

、
古
賀
市
、
福
津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡

、
糸
島
郡
、
田
川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

三

食
鳥
検
査
課

イ

食
品
衛
生
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
等
の
食
鳥
肉

(

骨
及
び
臓
器
を

含
む
。)

に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

食
鳥
と
た
い
、
食
鳥
中
抜
き
と
た
い
及
び
食
鳥
肉
等
に
係
る
微
生
物
学
的
、
病
理
組
織
学
的

及
び
理
化
学
的
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
節

福
祉
労
働
部
に
属
す
る
出
先
機
関

第
一
款

児
童
相
談
所

(

名
称
、
内
部
組
織
、
位
置
及
び
管
轄
区
域)

第
九
十
九
条

児
童
福
祉
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
児
童
相
談
所
の
名
称
、
内
部
組
織

、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

２

福
岡
県
児
童
相
談
所
条
例

(

平
成
十
一
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
三
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
児
童
相
談
所
の
支
所
を
設
置
す
る
。

３

支
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(

役
付
職
員)

第
百
条

児
童
相
談
所
に
所
長
を
、
福
岡
県
中
央
児
童
相
談
所
に
副
所
長
を
、
児
童
相
談
所
の
各
課
に

課
長
を
、
各
係
に
係
長
を
、
同
所
の
支
所
に
支
所
長
を
置
く
。

(

所
掌
事
務)

第
百
一
条

福
岡
県
大
牟
田
児
童
相
談
所
の
各
課
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

総
務
企
画
課

イ

児
童
福
祉
思
想
の
普
及
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

関
係
機
関
及
び
民
間
団
体
と
の
連
携
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

児
童
相
談
所
及
び
関
係
機
関
の
職
員
の
資
質
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

そ
の
他
児
童
相
談
等
に
関
す
る
企
画
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

� � � � ����������	 
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名

称

内
部
組
織

位

置

管
轄
区
域

福
岡
県
中
央
児
童
相

談
所

総
務
企
画
課

総
務
係

企
画
指
導
係

相
談
課

相
談
第
一
係

相
談
第
二
係

判
定
課

保
護
課

春
日
市
原
町
三
丁
目
一
番
地
七

中
間
市

筑
紫
野

市

春
日
市

大

野
城
市

宗
像
市

太
宰
府
市

前

原
市

古
賀
市

福
津
市

筑
紫
郡

糟
屋
郡

遠
賀

郡

糸
島
郡

福
岡
県
久
留
米
児
童

相
談
所

総
務
企
画
課

相
談
課

相
談
第
一
係

久
留
米
市
津
福
本
町
字
金
丸
二
八
一

番
地

久
留
米
市

八
女

市

筑
後
市

大

川
市

小
郡
市

う
き
は
市

朝
倉

市

朝
倉
郡

三

井
郡

三
潴
郡

八
女
郡

福
岡
県
田
川
児
童
相

談
所

相
談
第
二
係

保
護
課

田
川
市
西
区
弓
削
田
一
八
八
番
地

直
方
市

飯
塚
市

田
川
市

行
橋

市

豊
前
市

宮

若
市

嘉
麻
市

鞍
手
郡

嘉
穂
郡

田
川
郡

京
都

郡

築
上
郡

福
岡
県
大
牟
田
児
童

相
談
所

総
務
企
画
課

相
談
課

保
護
課

大
牟
田
市
西
浜
田
町
四
番
地
の
一

大
牟
田
市

柳
川

市

み
や
ま
市

名

称

位

置

管
轄
区
域

福
岡
県
中
央
児
童
相
談
所

宗
像
支
所

宗
像
市
田
熊
五
丁
目
五
番
一
号

中
間
市

宗
像
市

福
津
市

遠
賀
郡

福
岡
県
田
川
児
童
相
談
所

京
築
支
所

豊
前
市
大
字
八
屋
二
〇
〇
七
番
地
の
一

行
橋
市

豊
前
市

京
都
郡

築
上
郡



ホ

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二

相
談
課

イ

児
童
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
の
出
先
機
関
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ

特
別
児
童
扶
養
手
当
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
知
的
障
害
の
状
態
の
判
定
に
関
す

る
こ
と
。

ハ

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

児
童
に
関
す
る
各
般
の
問
題
に
係
る
家
庭
そ
の
他
か
ら
の
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

児
童
及
び
そ
の
家
庭
の
必
要
な
調
査
並
び
に
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
必
要
な
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

ヘ

里
親
に
関
す
る
こ
と
。

ト

児
童
文
化
に
関
す
る
こ
と
。

チ

児
童
及
び
そ
の
家
庭
の
医
学
的
、
心
理
学
的
、
教
育
学
的
、
社
会
学
的
及
び
精
神
衛
生
上
の

判
定
並
び
に
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
必
要
な
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

リ

児
童
の
精
神
衛
生
知
識
の
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

三

保
護
課

イ

児
童
の
一
時
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

２

福
岡
県
中
央
児
童
相
談
所
の
各
課
及
び
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ

し
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
支
所
の
所
掌
事
務
を
除
い
た
も
の
と
す
る

。一

総
務
企
画
課

イ

総
務
係

�

前
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
事
務

�

前
項
第
一
号
ヘ
に
規
定
す
る
事
務

(

支
所
に
係
る
も
の
を
含
む
。)

ロ

企
画
指
導
係

�

前
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
規
定
す
る
事
務

二

相
談
課

イ

相
談
第
一
係

�

前
項
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る

も
の
に
関
す
る
こ
と

(

前
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。)

。

ロ

相
談
第
二
係

�

前
項
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る

も
の
に
関
す
る
こ
と

(

前
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。)

。

三

判
定
課

イ

前
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
、
個
人
知
能
検
査
及
び
診
断
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

前
項
第
二
号
チ
及
び
リ
に
規
定
す
る
事
務

四

保
護
課

イ

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
務

３

福
岡
県
久
留
米
児
童
相
談
所
及
び
福
岡
県
田
川
児
童
相
談
所
の
各
課
及
び
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務

は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
福
岡
県
田
川
児
童
相
談
所
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
に
規
定
す
る

事
務
か
ら
当
該
児
童
相
談
所
の
支
所
の
所
掌
事
務
を
除
い
た
も
の
と
す
る
。

一

総
務
企
画
課

イ

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
務

(

福
岡
県
田
川
児
童
相
談
所
に
あ
つ
て
は
、
支
所
に
係
る

も
の
を
含
む
。)

二

相
談
課

イ

相
談
第
一
係

�

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ロ

相
談
第
二
係

�

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
つ
て
所
長
の
指
定
す
る
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

三

保
護
課

イ

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
務

４

児
童
相
談
所
の
支
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
務

(

同
号
ト
及
び
リ
に
規
定
す
る
事
務
を
除
く
。)

二

第
一
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
事
務

� � � � ����������	 
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第
二
款

児
童
福
祉
施
設

(
設
置
、
種
類
、
名
称
、
内
部
組
織
及
び
位
置)

第
百
二
条

児
童
福
祉
法

(

以
下
こ
の
款
中

｢

法｣

と
い
う
。)

及
び
児
童
福
祉
法
施
行
令

(

昭
和
二

十
三
年
政
令
第
七
十
四
号)

第
三
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
三
条

の
三
、
第
四
十
三
条
の
五
及
び
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
を
設
置
す
る
。

２

児
童
福
祉
施
設
の
種
類
、
名
称
、
内
部
組
織
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
う
ち
、
盲
児
施
設
及
び
ろ
う
あ
児
施
設
に
つ
い
て
は
、
知
事

が
指
定
す
る
者
に
そ
の
管
理
を
委
託
す
る
も
の
と
す
る
。

(

役
付
職
員)

第
百
三
条

児
童
福
祉
施
設
に
園
長
を
、
同
施
設
の
各
課
に
課
長
を
、
福
岡
県
立
福
岡
学
園
及
び
福
岡

県
立
筑
後
い
ず
み
園
の
指
導
課
に
寮
長
を
、
福
岡
県
立
粕
屋
新
光
園
に
副
園
長
、
総
看
護
長
、
看
護

長
及
び
副
看
護
長
を
置
く
。

(

所
掌
事
務)

第
百
四
条

児
童
福
祉
施
設
の
各
課
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

福
岡
県
立
福
岡
学
園

イ

庶
務
課

�

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

�

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

指
導
課

�

不
良
行
為
を
し
、
又
は
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
児
童
及
び
家
庭
環
境
そ
の
他
の
環
境
上
の
理

由
に
よ
り
生
活
指
導
等
を
要
す
る
児
童
の
指
導
及
び
そ
の
自
立
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

二

福
岡
県
立
筑
後
い
ず
み
園

イ

庶
務
課

�

第
一
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

ロ

指
導
課

�

軽
度
の
情
緒
障
害
を
有
す
る
児
童
の
治
療
及
び
そ
の
自
立
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

三

福
岡
県
立
粕
屋
新
光
園

イ

庶
務
課

�

第
一
号
イ
に
規
定
す
る
事
務

ロ

医
療
課

�

上
肢
下
肢
又
は
体
幹
の
機
能
の
障
害
の
あ
る
児
童

(

以
下
こ
の
号
中

｢

肢
体
不
自
由
児｣

と
い
う
。)

の
治
療
に
関
す
る
こ
と
。

�

肢
体
不
自
由
児
に
対
す
る
独
立
自
活
に
必
要
な
知
識
技
能
の
付
与
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
款

障
害
者
更
生
相
談
所

(

名
称
、
内
部
組
織
及
び
位
置)

第
百
五
条

公
の
施
設
条
例
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
障
害
者
更
生
相
談
所
の
名
称
、
内

部
組
織
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

(

役
付
職
員)

第
百
六
条

障
害
者
更
生
相
談
所
に
所
長
を
、
同
所
の
各
課
に
課
長
を
置
く
。

(
所
掌
事
務)

第
百
七
条

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

相
談
課

イ

身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指

導
を
行
う
こ
と
。

ロ

市
町
村
の
援
護

(
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
及
び
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六

� � � � ����������	 
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種

類

名

称

内
部
組
織

位

置

児
童
自
立
支
援
施

設

福
岡
県
立
福
岡
学
園

筑
紫
郡
那
珂
川
町
大
字
後
野
二
七
九

番
地
二

情
緒
障
害
児
短
期

治
療
施
設

福
岡
県
立
筑
後
い
ず

み
園

庶
務
課

指
導
課

筑
後
市
大
字
下
北
島
字
山
本
二
一
〇

番

肢
体
不
自
由
児
施

設

福
岡
県
立
粕
屋
新
光

園

庶
務
課

医
療
課

糟
屋
郡
新
宮
町
緑
ヶ
浜
四
丁
目
二
番

一
号

盲
児
施
設

生
明
学
園

福
岡
市
早
良
区
飯
倉
五
丁
目
一
五
番

一
号

ろ
う
あ
児
施
設

新
開
学
園

福
岡
市
早
良
区
飯
倉
五
丁
目
一
五
番

一
号

名

称

内
部
組
織

位

置

福
岡
県
障
害
者
更
生
相
談
所

相
談
課

判
定
課

春
日
市
原
町
三
丁
目
一
番
地
七



条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互

間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に

つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と

(

身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
に
係
る
も

の
に
限
る
。)

。

二

判
定
課

イ

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、

障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合
判
定
を
行
う
こ

と
。

ロ

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
を
行
う
こ
と
。

ハ

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
十
四

条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に

限
る
。)

の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
款

労
働
福
祉
事
務
所

(

名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域)

第
百
八
条

福
岡
県
労
働
福
祉
事
務
所
設
置
条
例

(

昭
和
三
十
一
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
九
号)
第
一

条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
労
働
福
祉
事
務
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

(

役
付
職
員)

第
百
九
条

労
働
福
祉
事
務
所
に
所
長
及
び
次
長
を
置
く
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
福
祉
事
務
所
の
う
ち
、
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
所
に

労
働
福
祉
主
幹
を
置
く
。

(

所
掌
事
務)

第
百
十
条

労
働
福
祉
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

労
働
関
係
調
整
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
関
係
の
調
査
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

三

中
小
企
業
の
労
働
問
題
の
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

四

個
別
労
使
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

五

就
業
の
支
援
等
に
関
す
る
こ
と
。

六

労
働
教
育
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

七

中
小
企
業
の
労
務
管
理
の
改
善
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

八

労
働
福
祉
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

九

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
款

高
等
技
術
専
門
校

(

名
称
、
内
部
組
織
、
位
置
及
び
訓
練
科)

第
百
十
一
条

公
の
施
設
条
例
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
高
等
技
術
専
門
校
の
名
称
、
内

� � � � ����������	 
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名

称

位

置

管
轄
区
域

福
岡
県
福
岡
労
働
福
祉
事

務
所

福
岡
市
中
央
区
赤
坂
一
丁
目
八
番
八
号

福
岡
市

筑
紫
野
市

春
日

市

大
野
城
市

宗
像
市

太
宰
府
市

前
原
市

古
賀

市

福
津
市

筑
紫
郡

糟

屋
郡

糸
島
郡

福
岡
県
北
九
州
労
働
福
祉

事
務
所

北
九
州
市
小
倉
北
区
城
内
七
番
八
号

北
九
州
市

行
橋
市

豊
前

市

中
間
市

遠
賀
郡

京

都
郡

築
上
郡

福
岡
県
筑
後
労
働
福
祉
事

務
所

久
留
米
市
合
川
町
一
六
四
二
番
地
の
一

大
牟
田
市

久
留
米
市

柳

川
市

八
女
市

筑
後
市

大
川
市

小
郡
市

う
き
は

市

朝
倉
市

み
や
ま
市

朝
倉
郡

三
井
郡

三
潴
郡

八
女
郡

福
岡
県
筑
豊
労
働
福
祉
事

務
所

飯
塚
市
新
立
岩
八
番
一
号

直
方
市

飯
塚
市

田
川
市

宮
若
市

嘉
麻
市

鞍
手

郡

嘉
穂
郡

田
川
郡



部
組
織
、
位
置
及
び
訓
練
科
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

(

役
付
職
員)

第
百
十
二
条

高
等
技
術
専
門
校
に
校
長
及
び
副
校
長
を
、
高
等
技
術
専
門
校
の
各
課
に
課
長
を
置
く

。(

所
掌
事
務)

第
百
十
三
条

福
岡
県
立
戸
畑
高
等
技
術
専
門
校
、
福
岡
県
立
久
留
米
高
等
技
術
専
門
校
、
福
岡
県
立

大
牟
田
高
等
技
術
専
門
校
及
び
福
岡
県
立
小
倉
高
等
技
術
専
門
校
の
各
課
ご
と
の
所
掌
事
務
は
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一

庶
務
課

イ

訓
練
生
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

委
託
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二

訓
練
課

イ

訓
練
科
の
職
業
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

事
業
主
等
が
行
う
職
業
訓
練
、
技
能
検
定
等
の
指
導
及
び
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

２

福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
各
課
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

庶
務
課

イ

前
項
第
一
号
に
関
す
る
事
務

二

訓
練
第
一
課

イ

第
二
種
自
動
車
系
自
動
車
整
備
科
、
第
一
種
情
報
処
理
系
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
管
理
科
及
び
住
宅

建
築
科
の
職
業
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

前
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

三

訓
練
第
二
課

イ

電
力
系
電
気
工
事
科
、
印
刷
・
製
本
系
製
版
科
、
設
備
施
工
系
冷
凍
空
調
設
備
科
、
も
の
づ

く
り
溶
接
科
及
び
被
服
科
の
職
業
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

前
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
、
イ
の
訓
練
科
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

３

福
岡
県
立
小
竹
高
等
技
術
専
門
校
の
各
課
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

庶
務
課

イ

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
務

二

訓
練
第
一
課

イ

第
二
種
情
報
処
理
系
プ
ロ
グ
ラ
ム
設
計
科
、
機
械
科
、
情
報
ビ
ジ
ネ
ス
科
及
び
介
護
サ
ー
ビ

ス
科
の
職
業
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

三

訓
練
第
二
課

� � � � ����������	 
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名

称

内
部
組
織

位

置

訓

練

科

福
岡
県
立
福
岡
高
等

技
術
専
門
校

庶
務
課

訓
練
第
一
課

訓
練
第
二
課

福
岡
市
東
区
千
早
四
丁

目
二
四
番
一
号

電
力
系
電
気
工
事
科

第
二
種
自
動

車
系
自
動
車
整
備
科

印
刷
・
製
本

系
製
版
科

設
備
施
工
系
冷
凍
空
調

設
備
科

第
一
種
情
報
処
理
系
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
管
理
科

も
の
づ
く
り
溶

接
科

被
服
科

住
宅
建
築
科

福
岡
県
立
戸
畑
高
等

技
術
専
門
校

庶
務
課

訓
練
課

北
九
州
市
戸
畑
区
東
大

谷
二
丁
目
一
番
一
号

機
械
系
機
械
製
図
科

溶
接
科

機

械
科

介
護
サ
ー
ビ
ス
科

福
岡
県
立
小
竹
高
等

技
術
専
門
校

庶
務
課

訓
練
第
一
課

訓
練
第
二
課

鞍
手
郡
小
竹
町
大
字
新

多
字
本
入
五
一
四
番
二

第
二
種
自
動
車
系
自
動
車
整
備
科

第
二
種
情
報
処
理
系
プ
ロ
グ
ラ
ム
設

計
科

溶
接
科

機
械
科

建
築
科

塗
装
科

情
報
ビ
ジ
ネ
ス
科

介

護
サ
ー
ビ
ス
科

福
岡
県
立
久
留
米
高

等
技
術
専
門
校

庶
務
課

訓
練
課

久
留
米
市
合
川
町
字
前

田
一
七
八
六
番
二

第
二
種
自
動
車
系
自
動
車
整
備
科

メ
カ
ト
ロ
ニ
ク
ス
系
メ
カ
ト
ロ
ニ
ク

ス
科

配
管
科

介
護
サ
ー
ビ
ス
科

福
岡
県
立
大
牟
田
高

等
技
術
専
門
校

庶
務
課

訓
練
課

大
牟
田
市
大
字
歴
木
字

平
町
四
七
五
番
地

電
力
系
電
気
工
事
科

オ
フ
ィ
ス
ビ

ジ
ネ
ス
系
Ｏ
Ａ
事
務
科

溶
接
科

機
械
科

家
屋
営
繕
科

福
岡
県
立
田
川
高
等

技
術
専
門
校

庶
務
課

訓
練
第
一
課

訓
練
第
二
課

田
川
市
大
字
糒
字
柿
ヶ

浦
二
〇
五
九
番
地

窯
業
製
品
系
陶
磁
器
製
造
科

建
築

施
工
系
建
築
設
計
科

第
一
種
情
報

処
理
系
Ｏ
Ａ
シ
ス
テ
ム
科

電
気
工

事
科

自
動
車
整
備
科

木
工
科

左
官
科

福
岡
県
立
小
倉
高
等

技
術
専
門
校

庶
務
課

訓
練
課

北
九
州
市
小
倉
南
区
横

代
東
町
一
丁
目
四
番
一

号

オ
フ
ィ
ス
ビ
ジ
ネ
ス
系
Ｏ
Ａ
事
務
科

イ
ン
テ
リ
ア
サ
ー
ビ
ス
科

エ
ク

ス
テ
リ
ア
工
芸
科

ア
パ
レ
ル
工
芸

科



イ

第
二
種
自
動
車
系
自
動
車
整
備
科
、
溶
接
科
、
建
築
科
及
び
塗
装
科
の
職
業
訓
練
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
、
イ
の
訓
練
科
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

４

福
岡
県
立
田
川
高
等
技
術
専
門
校
の
各
課
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

庶
務
課

イ

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
務

二

訓
練
第
一
課

イ

窯
業
製
品
系
陶
磁
器
製
造
科
、
第
一
種
情
報
処
理
系
Ｏ
Ａ
シ
ス
テ
ム
科
、
電
気
工
事
科
及
び

自
動
車
整
備
科
の
職
業
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

三

訓
練
第
二
課

イ

建
築
施
工
系
建
築
設
計
科
、
木
工
科
及
び
左
官
科
の
職
業
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
、
イ
の
訓
練
科
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
款

障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

(

名
称
、
内
部
組
織
、
位
置
及
び
訓
練
科)

第
百
十
四
条

国
か
ら
管
理
運
営
を
委
託
さ
れ
た
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
の
名
称
、
内
部
組
織
、
位

置
及
び
訓
練
科
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(

役
付
職
員)

第
百
十
五
条

障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
に
校
長
及
び
副
校
長
を
、
同
校
の
各
課
に
課
長
を
置
く
。

(

所
掌
事
務)

第
百
十
六
条

障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
の
各
課
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

庶
務
課

イ

訓
練
生
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

委
託
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二

訓
練
第
一
課

イ

建
築
施
工
系
建
築
設
計
科
、
デ
ザ
イ
ン
系
商
業
デ
ザ
イ
ン
科
及
び
総
合
実
務
科
の
職
業
訓
練

に
関
す
る
こ
と
。

ロ

事
業
主
等
が
行
う
職
業
訓
練
、
技
能
検
定
等
の
指
導
及
び
援
助
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

三

訓
練
第
二
課

イ

機
械
系
機
械
製
図
科
、
オ
フ
ィ
ス
ビ
ジ
ネ
ス
系
Ｏ
Ａ
事
務
科
、
第
二
種
情
報
処
理
系
プ
ロ
グ

ラ
ム
設
計
科
及
び
流
通
ビ
ジ
ネ
ス
科
の
職
業
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

事
業
主
等
が
行
う
職
業
訓
練
、
技
能
検
定
等
の
指
導
及
び
援
助
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
イ

の
訓
練
科
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
十
七
条
か
ら
第
百
三
十
七
条
ま
で

削
除
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名

称

内
部
組
織

位

置

訓

練

科

福
岡
障
害
者
職
業
能

力
開
発
校

庶
務
課

訓
練
第
一
課

訓
練
第
二
課

北
九
州
市
若
松
区
蜑
住

一
七
二
八
番
の
一

機
械
系
機
械
製
図
科

建
築
施
工
系

建
築
設
計
科

デ
ザ
イ
ン
系
商
業
デ

ザ
イ
ン
科

オ
フ
ィ
ス
ビ
ジ
ネ
ス
系

Ｏ
Ａ
事
務
科

第
二
種
情
報
処
理
系

プ
ロ
グ
ラ
ム
設
計
科

流
通
ビ
ジ
ネ

ス
科

総
合
実
務
科
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